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１ 平成20年度決算の概要 ――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

○決算規模 

平成20年度は、「財政構造改革プログラム」の初年度であったことから、当初予算では対前年度比1.7％

の減となりましたが、国の経済危機対策に対応し、予算の増額補正を行ったことから、決算規模は、平成13

年度以来７年ぶりに歳入・歳出とも前年度決算額を上回りました。 

年度別の推移を見ると、決算額の最も大きかった平成11年度に比べて、平成20年度は、歳入・歳出と

も8割程度の水準となっています。 

 

○歳入決算額 

経済情勢の悪化により、県内企業の業績が悪化し、県税収入の主力である法人二税が大幅に減少したほか、

地方交付税も大幅な減少となりました。一方で、国の経済危機対策による国庫支出金が大幅に増加したこと

や、税収減に対応するために減収補てん債を発行したことなどにより、歳入決算額は前年度に比べ115 億

3,833万円増加し、5,079億7,796万7千円となりました。 

 

○歳出決算額 

歳出決算額は、「財政構造改革プログラム」に基づき、歳出削減への取組や投資的経費の抑制に努める一方

で、国の経済危機対策に対応し、公共事業の追加や各種基金積立を行ったことにより、前年度に比べ 135

億2,785万4千円増加し、5,057億1,877万円となりました。 

Ⅰ 一般会計および特別会計の財政事情 

一般会計決算の概要

一般会計歳入・歳出決算額の推移
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 （１） 決算収支の状況 

 

歳入決算額と歳出決算額の差引額である形式収支は、22億5,919万7千円ですが、このうち翌年度に

繰越した事業に充てる財源（翌年度へ繰越すべき財源）を差し引いた実質収支額は、8億9,019万5千円

のプラスとなっています。 

しかし、前年度の実質収支額と比べると15.4％の減となり、平成20年度単年度の収支額は、1億6,232

万2千円のマイナスとなっています。 

また、財政調整基金の積立および取崩し、地方債の繰上償還を反映させた実質単年度収支額では、28 億

6,241万2千円のマイナスとなっています。 

   

●平成20年度一般会計決算                           (単位：千円・％) 

 

平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 
区      分 

決 算 額 対前年度比率 決 算 額 対前年度比率

歳 入 総 額 A 507,977,967 102.3 496,439,637 99.3

歳 出 総 額 Ｂ 505,718,770 102.7 492,190,916 99.4

歳入歳出差引額 (A－B) Ｃ 2,259,197 53.2 4,248,721 91.2

翌年度へ繰越すべき財源 Ｄ 1,369,002 42.8 3,196,204 88.9

(内訳) 繰 越 明 許 費  1,369,002 43.2 3,165,569 90.3

 事 故 繰 越  － 皆減 30,635 34.0

 支 払 繰 延  － － － －

実 質 収 支 額 (C－D) E   890,195 84.6 1,052,517 99.0

単年度収支額(E－前年度のE)   F △  162,322 － △   10,913 －

財 政 調 整 基 金 積 立 額 G 568,786 100.3 567,042 105.3

財 政 調 整 基 金 取 崩 額 H 3,275,662 2,376.5 137,838 10.6

地 方 債 繰 上 償 還 額 Ｉ 6,786 0.6 1,146,360 皆増

実質単年度収支額(F＋G－H＋Ｉ) △ 2,862,412 － 1,564,651  －

前年度実
質収支額
      1,053
(前年度E)

歳出　505,719 (B) 歳入　507,978 (A)

翌年度への繰越事
業に充てる財源 (D)
                   1,369形式収支 (C)

         2,259

実質収支 (E)
            890

財政調整基金
積立額 (G)
             569

【平成20年度収支模式図】

（単位：百万円）

○単年度収支額(F) ＝ E－前年度E ＝ △162

○実質単年度収支額＝F+G-財政調整基金取崩額
（Ｈ）+I＝△2,862

地方債繰上償
還額 ( Ｉ )
               7
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 収支状況の推移を見ると、毎年度、実質収支額はプラスを確保することができているところです。しかし、平

成20年度は、財政調整基金を大きく取り崩したことなどから、実質単年度収支額がマイナスに転じています。 

 

 

 プライマリーバランスの推移を見ると、平成２年度以降、平成12年度を除きマイナスの状態が続いていまし

た。その後、平成14年度に「財政構造改革プログラム」を策定し、投資的経費の抑制など歳出の削減等の取組

を進めた結果、県債の発行額が大幅に減少したことなどにより、平成16年度決算からプラスに転換していまし

たが、平成 20 年度は、経済情勢の悪化による県税収入の減を補うため、県債の発行が増加したことなどから、

5年ぶりにマイナスに転じ、59億円のマイナスとなりました。 

 なお、プライマリーバランスがプラスであれば、県債の元利償還金を除くすべての歳出が、県債の発行に頼ら

ない歳入で賄えていることとなり、逆にマイナスとなると、現在の県民が県税などによって負担する以上に行政

サービスを受けていることになり、将来世代に負担を送っている状態と言えます。 

             ＊プライマリーバランス：県債を除いた歳入決算額と県債にかかる元利償還金を除いた歳出決算額の差 

実質収支額、単年度収支額および実質単年度収支額の推移
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 （2） 歳入決算額 

 

○県税 

平成20年度の我が国の経済は、アメリカ経

済におけるサブプライムローン問題に端を発す

る世界同時不況などの影響により、景気は急速

に悪化しました。 

本県でも、製造業を中心として企業業績が悪

化したことから、主力の法人二税は 60 億

7,110万４千円、7.9％の減少となり、県税総

額に占める法人二税の収入割合は 38.6％とな

りました。 

また、その他の税目では、軽油引取税などほ

とんどの税目で減額となったことにより、全体

として前年度決算額と比べて、28億9,368万

１千円、2.5％の減となりました。 

こうしたことから、県税全体では、前年度決

算額に比べて、89億6,478万5千円、4.7％

減の1,823億6,369万2千円となりました。 

 

歳 入 決 算 額 の 推 移
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（注） 1　県債については、借換債を除いています。

　　　 2　平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額です。
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○地方交付税 

算定対象となる平成19年度の法人二税が前

年度に比べて増加したことなどにより、本県に

交付された地方交付税額は、前年度に比べ 87

億2,143万6千円、9.1%減の871億2,341

万1千円となりました。 

 

○国庫支出金 

  ふるさと雇用再生特別交付金や緊急雇用創出 

事業臨時特例交付金、障害者自立支援対策臨時 

特例交付金など、国の経済危機対策関連の増加  

により、前年度に比べ127億8,037万４千 

円、25.9％増の620億3,524万１千円とな 

りました。     

 

○繰入金 

財源不足に対応するため、財政調整基金など 

を大幅に取り崩したことなどにより、前年度に 

比べ59億7,615万7千円、42.5％増の 

200億2,825万4千円となりました。 

 

○県債 

地方財政対策により、平成13年度から地方

交付税の一部を振り替えて発行している臨時財

政対策債が、前年度に比べ40億6,000万円、

21.8％増加したことや、急激な税収の減少を補

うために減収補てん債を120 億円発行したこ

となどにより、県債全体では 180 億 5,360

万円、28.7％増の809億6,600万円となり

ました。 

 

○一般財源比率と自主財源比率 

国の経済危機対策に伴う国庫支出金が増加し

たことなどから、歳入に占める一般財源の割合（一般財源比率）は、前年度に比べ2.8ポイント減少し、70.1％

となりました。また、依存財源である国庫支出金や県債などが大きく増加した一方で、県税をはじめとした

自主財源は減少したことから、歳入に占める自主財源の割合（自主財源比率）は、3.6ポイント減少し、53.4％

となりました。 

 

 付表 第1表 平成20年度一般会計歳入決算状況 → 58ページ 

    第2表 自主財源と依存財源の構成状況（一般会計） → 58ページ 

自主財源比率および一般財源比率の年度別推移
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(注)　各比率の算出に用いる歳入総額は、借換債を除いています。

歳入決算額の構成図
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分担金及び負担金
(0.7%)

繰入金
(3.9%)
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(0.0%)

財産収入
(0.3%)

繰越金
(0.8%)

県債
(15.9%)

県税
(35.9%)
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271,455,083千円
    (53.4％)

総 額

507,977,967千円

236,522,884千円
    (46.6％)
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県財政に大きな位置を占める県税を県民１人当たりに換算しますと、平成20年度決算額で130,160円とな

り、前年度と比べると、7,012円の減少となっています。これは、経済情勢の悪化に伴い、県税収入のうちで主

力の法人二税が大幅な減収となったことなどによるものです。 

県税の県民1人当たり負担額の推移
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(注)　県税の県民1人当たり負担額は、県税決算額（平成21年度は9月補正後予算額）を、各年10月1日
    現在の推計人口（平成12年度および平成17年度は国勢調査人口）で除したものです。

 また、県民所得に対する県税負担率を見ると、平成14年度に3％程度の水準となって以降、少しずつ上昇し

てきましたが、平成20年度は、経済情勢の悪化に伴う県税収入の減により、前年度と比べると0.15ポイント

低下しています。 

県民所得に対する県税負担率の推移

3.55
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(注)  県民所得に対する県税負担率は、県税決算額（平成21年度は9月補正後予算額）を、県民所得
    （平成18年度までは実績推計値、平成19年度および平成20年度は回帰分析による見込値、平成
　　21年度は平成20年度の数値）で除したものです。

付表 第３表 平成19年度～平成21年度県税収入状況 → 59ページ 

   第４表 県民負担と県財政規模および県民所得 → 60ページ 

県県  民民  負負  担担  のの  状状  況況  
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 （３） 歳出決算額 

 財政構造改革の取組などから、歳出決算規模が年々縮小していましたが、平成20年度においては、国の経済

危機対策に対応したことから、歳出規模は増加に転じています。 

 
 

■目的別に見ると、ふるさと雇用再生特別基金の創設などにより、前年度に比べて商工観光労働費で26.0％、 

 警察本部庁舎整備費の増などにより、警察費で 15.9％、また、国の経済危機対策に伴う基金の創設などによ

り健康福祉費で10.6％それぞれ増加しています。一方、農政水産業費で10.4％、土木交通費で7.0％、総務

費で6.0％、教育費で4.2％それぞれ減少しています。 

■決算額の構成比は、教育費が全体の25.4％（前年度27.3％）を占め、以下、公債費14.4％（同14.3％）、

健康福祉費13.8％（同12.9％）、土木交通費10.9％（同12.0％）と続いています。 

○健康福祉費 

    国の経済危機対策に対応した子育て支援、妊婦

健康診査、障害者自立支援にかかる基金の創設や

増額などにより、全体として66億8,258万１

千円、10.6％の増となりました。 

○商工観光労働費 

   国の経済危機対策に対応したふるさと雇用再生

特別基金の創設などにより、全体として 61 億

3,830万２千円、26.0％の増となりました。 

○農政水産業費 

土地改良関係事業費や農地集団化促進事業費が

減少したことなどにより、全体として22億 

5,704万５千円、10.4％の減となりました。 

○土木交通費 

  県単独の道路事業費や河川事業費が減少したこ

となどにより、全体として41億894万７千円、

7.0％の減となりました。 

○警察費 

   警察本部庁舎や管制センターの整備費が増加し

たことなどにより、全体として50億3,542万

３千円、15.9％の増となりました。 

○教育費 

   職員手当などが減少したことや、特別支援学校

の建設が終了したことなどにより、全体として  

56億9,508万４千円、4.2％の減となりました。 

○公債費 

   臨時財政対策債の元金償還金が増加したことな

どにより、全体として25億1,827万円、3.6％

の増となりました。 

付表 第5表 平成20年度一般会計歳出決算状況 

       →  60ページ 

目的別決算額 

一般会計目的別決算額の推移

1,310 1,297 1,306 1,343 1,286

748 682 678 705 730

580
577 638 632 699

772
743 686 589 548

287
287 298 316 367

322
308 317 315 300

320
278 250 236 298

193
215 206 227

213

302
281 228 216 193

256

175 176 172 168

255
167

184

195

171

5,057
4,950

5,027

5,285

4,922

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

平16 平17 平18 平19 平20
（年度）

（億円）

土木交通費

公債費

健康福祉費

総務費

諸支出金

警察費

その他

教育費

(注)　本グラフは、各年度の款別決算額により作成しています。

琵琶湖環境費
農政水産業費

商工観光労働費

歳出決算額の目的別（款別）構成図

諸支出金
(6.0%)

政策調整費
(3.4%)

災害復旧費
 (0.1%)

議会費 (0.2%)

商工観光労働費
(5.9%)

琵琶湖環境費
(3.3%)

総務費
(4.2%)

健康福祉費
(13.8%)

農政水産業費
(3.8%)

土木交通費
(10.9%)

警察費
(7.3%)

教育費
(25.4%)

公債費
(14.4%)

県民文化生活費
(1.3%)

総 額

505,718,770千円
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■義務的経費については、公債費は増加しているものの、人件費が減少したこと、また、歳出決算規模が前年度

に比べ増加したことにより、義務的経費の構成比は、前年度に比べ1.5ポイント減少して50.2％となりまし

たが、依然として財政が硬直した状況が続いています。 

■投資的経費については、「財政構造改革プログラム」に沿った取組により、普通建設事業費が減少したことなど

から、前年度に比べ7.6％の減となりました。 

■その他の経費については、維持補修費などが減少したものの、国の経済危機対策に対応したことなどから、積

立金などが増加し、前年度に比べ12.7％の増となりました。 

 

○普通建設事業費 

  「財政構造改革プログラム」に沿って、引き続き投資的経費の重点化に取り組んだ結果、前年度に比べ 

60億4,440万７千円、7.6％の減となりました。 

① 補 助 事 業 費： 警察本部庁舎整備費や道路事業費などが増加したことから、前年度に比べ 18

億117万６千円、5.8％の増となりました。 

② 単 独 事 業 費： 警察本部庁舎整備費の増があったものの、特別支援学校の建設が終了したこと

や道路事業費や河川事業費などの公共事業費が減少したことから、前年度に比べ

67億6,635万４千円、18.8％の減となりました。 

③ 国直轄事業負担金： 道路事業などの減により、前年度に比べ９億6,327万３千円、7.7％の減とな
りました。  

○人件費 

   職員給や退職金が前年度に比べて減少したこ 

となどにより、全体で32億8,776万２千円、 

1.9％の減となりました。 

○貸付金 

   栗東市土地開発公社事業資金臨時貸付金の増 

などにより、全体で41億9,527万６千円、 

16.9％の増となりました。 

○積立金 

   東海道新幹線新駅課題対応基金に積み立てた 

ほか、国の経済危機対策に対応してふるさと雇 

用再生特別基金などを創設したことにより、全 

体で187億7,2３７万１千円、1,128.2％の 

増となりました。 

○物件費 

  内部事務経費の節減や指定管理料の見直しな 

 どにより、全体で24億7,192万５千円、 

 12.3％の減となりました。 

 

付表 第6表 平成20年度一般会計性質別歳出決算状況 → 61ページ 

性質別決算額 

歳出決算額の性質別構成図

積立金
(4.1%)

物件費
(3.5%)

繰出金
(0.7%)

その他
(0.7%)

補助費等
(20.5%)

公債費
(14.4%)

貸付金
(5.7%)

扶助費
(1.5%)

災害復旧事業費
(0.1%)

人件費
(34.3%)

普通建設事業費
(14.5%)

義務的経費
(50.2%)

投資的経費
(14.6%)

その他
(35.2%)

歳 出

505,718,770千円
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 特別会計全体の歳入決算額は1,995億1,904万８千円、歳出決算額は1,948億7,385万６千円で、歳

入歳出差引額は46億4,519万２千円となりました。 

 なお、主な会計別の決算の概要は、次のとおりです。 

 

会    計 決   算   概   要 

市町振興資金貸付事業 

 

市町の振興を図るため、市町の行う公共施設等の整備事業に対して、

８億7,420万円を貸し付けました。 

母子および寡婦福祉資金貸付事業 

 

 

母子家庭の母および寡婦等の経済的自立の促進と生活意欲の向上を

図るとともに、その扶養している子の福祉を増進するための資金とし

て、414件、２億2,337万円を貸し付けました。 

中小企業支援資金貸付事業 

 

 

中小企業者の育成強化や経営基盤強化を図るため、滋賀県産業支援プ

ラザ等に貸し付けていました小規模企業者等設備導入資金貸付金等

について、総額10億4,861万８千円の償還を受けました。 

農業改良資金貸付事業 

 

農業経営の改善や農業後継者の育成を図るための資金として、３件、

1,982万５千円を貸し付けました。 

林業・木材産業改善資金貸付事業 

 

木材産業の振興を図るための木材産業等高度化推進資金貸付金の原

資として１億4,000万円を貸し付けました。 

琵琶湖総合開発資金管理事業 

 

琵琶湖総合開発事業の円滑な推進を図るため下流府県から借り入れ

た下流融資金について、元利金3億337万円を償還しました。 

公債管理 

 

 

県債発行額および公債費の実質償還額の明確化を図り、公債費を一元

管理するための特別会計として、1,046 億 1,882 万 2千円の元利

償還を行いました。 

流域下水道事業 

 

 

 

琵琶湖をはじめとする公共用水域の水質保全と快適な居住環境を整

備するため進めている琵琶湖流域下水道の建設事業費として 83 億

4,725万7千円を支出するとともに、現在汚水を処理している各処

理区において、高度処理を実施するなど維持管理を行いました。 

公営競技事業 

 

 

収益事業として経営している競艇事業の経費に576億2,161万6

千円を支出しました。そのうち、県民の福祉や教育の充実につながる

諸事業の財源として、2,000万円を一般会計に繰り出しました。 

 

付表 第7表 平成20年度特別会計歳入歳出決算状況 → 62ページ 

特別会計決算の概要 
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 ○決算収支の状況 

   平成 20 年度の普通会計決算額は、歳入が前年度に比べて 114 億 3,024 万 8 千円増の 5,008 億

9,193万5千円、歳出が137億5,568万5千円増の4,969億5,901万8千円となりました。 

実質収支は、前年度に比べて6,619万3千円減の10億696万2千円のプラスとなりましたが、実

質単年度収支は、27億6,628万3千円のマイナスとなりました。 

 

●平成20年度普通会計決算                           (単位：千円・％) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付表 第8表 平成20年度普通会計歳入決算状況 → 62ページ 

   第9表 平成20年度普通会計目的別歳出決算状況 → 63ページ 

   第10表 平成20年度普通会計性質別歳出決算状況 → 63ページ 

平 成 20 年 度 平 成 19 年 度 
区      分 

決 算 額 対前年度比率 決 算 額 対前年度比率

歳   入   総   額   A 500,891,935 102.3 489,461,687 99.5

歳   出   総   額   B 496,959,018 102.8 483,203,333 99.7

歳入歳出差引額 (A－B)   C 3,932,917  62.8 6,258,354 84.2

翌年度へ繰越すべき財源    D 2,925,955 56.4 5,185,199 81.5

実 質 収 支 額 (C－D)   E 1,006,962  93.8 1,073,155 100.5

単年度収支額(E－前年度のE)   F △     66,193 － 5,711 0.6

財 政 調 整 基 金 積 立 額    G 568,786 100.3 567,042 105.3

財 政 調 整 基 金 取 崩 額    H  3,275,662 2,376.5 137,838 10.6

地 方 債 繰 上 償 還 額    Ｉ    6,786 0.6 1,146,360 皆増

実質単年度収支額(F＋G－H＋Ｉ) △  2,766,283 － 1,581,275 －

普通会計決算の概要 

【解説】 

 普通会計は、一般会計と公営事業会計（公営企業会計および収益事業会計）以外の特別会計

を合わせたもので、その決算額は、各会計間における繰り出しや繰り入れなどの重複額を調整

した純計額で示しています。これは、地方公共団体ごとに各会計の範囲などが異なっているこ

とから、財政比較や統一的な把握を目的として、統計上設けられた会計区分です。 

 本県の普通会計ベースは、一般会計と 13 の特別会計のうち公営企業会計として整理する流

域下水道事業と収益事業会計である公営競技事業を除く会計を合わせて、重複控除等を行い、

純計額で表したものとなります。 

 なお、普通会計決算額が一般会計決算額（２ページ参照）より小さくなっていますが、これ

は一般会計の歳入および歳出にそれぞれ計上されている「地方消費税清算金」の重複控除を行

っていることによるものです。 
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○経常収支比率 

人件費や公債費、扶助費などの毎年度経常的

に支出される経費に、県税や普通交付税など毎

年度経常的に収入される使途の特定されない財

源がどれだけ使われているかを示す割合で、社

会や経済の変動などに伴う臨時的な行政需要に

どれだけ柔軟に対応できるかを見ることができ、

比率が低いほど財政構造の弾力性が高いことを

示しています。 

 

○公債費負担比率 

借入金である県債の返済（公債費）に使われ

た一般財源の一般財源総額に占める割合を示す

もので、その負担の程度や財政構造の弾力性を

見ることができます。この比率が高い場合は、

使途が特定されず自由に使える財源の多くが借

入金の返済に充てられていることとなり、その

他の事業に使える財源が少ないことを示してい

ます。 

一般的には、財政運営上、15％が警戒ライ

ン、20％が危険ラインとされています。 

 

 

 

≪平成20年度普通会計決算による財政指標≫ 

   

経常収支比率             95.7％     

公債費負担比率            21.2％     

実質公債費比率            13.5％     

財政力指数                  0.608       

公債費負担比率の推移

16.2

17.4
18.0

20.1

19.3

20.2
19.8

19.4

20.2

21.2

16.9

17.6

18.4 19.8

19.8

19.9
19.3 19.4

18.6

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20

（年度）

（％）

滋 賀 県

全国平均

（注）　全国平均は、東京都を含む加重平均です。

一般財源とは 

 県税や地方交付税のように、使途が特定

されず、どのような経費にも使用すること

ができる財源です。 

 一方、国庫支出金のように、使途が決ま

っている財源を「特定財源」といいます。 

解 説 

財政指標から見た滋賀県財政 

経常収支比率の推移

95.795.5

91.8

89.1

88.1

83.6

93.2

86.1

83.3

86.0

93.994.7

92.692.692.5
90.8

93.5

90.5
89.3

91.7

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20

（年度）

（％）

滋 賀 県
全国平均

（注）　全国平均は、東京都を含む加重平均です。
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○実質公債費比率 

県税や普通交付税など使途が特定されてお

らず、毎年度経常的に収入される財源のうち、

公債費や公営企業債に対する繰出金など公債

費に準ずるものを含めた実質的な公債費相当

額に充当されたものの占める割合を示すもの

で、過去３カ年の平均値で表します。これは、

平成18年度から地方債の発行に際して、協

議制度が導入され、その基準として設けられ

たもので、この比率が 18％以上の団体は、

地方債の発行に際しては国の許可が必要とな

り、また 25％以上の団体は地方債の発行が

制限されます。 

また、平成 20 年度決算からは、25％以

上の団体は「財政健全化計画」を、35％以

上の団体は「財政再生計画」を作成し、財政 

の健全化を図ることとなりました。 

 
○財政力指数 

平均的な水準で行政を行う場合に必要と考

えられる経費に対して、その団体が標準的に

収入できると考えられる税収等がどれだけあ

るかを示した割合で、過去3カ年の平均値で

表します。 

 

（参考） 
 
 
 
 
 
 
 

        Ａ ＝  元利償還金（次の①～⑤を除く。①公営企業債の元利償還金、②繰上償還を行ったもの、③借換債を財源とし 

て償還を行ったもの、④満期一括償還方式の場合の元金償還金、⑤利子支払金のうち減債基金の運用利子等を 

財源とするもの。） 

 Ｂ ＝ 元利償還金に準ずるもの（準元利償還金） 

※ 「準元利償還金」とは、①満期一括償還方式の場合の１年当たりの元金償還金相当額、②公営企業債の元 

利償還金に対する一般会計からの繰出金、③一部事務組合等が起こした地方債の元利償還金に対する負担金・ 

補助金、④債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるものをいう。 

 Ｃ ＝ ＡまたはＢに充てられた特定財源 

 Ｄ ＝ 元利償還金および準元利償還金に要する経費として普通交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入された額 

 Ｅ ＝ 標準財政規模 

  
 

 

実質公債費比率の推移

13.7
13.6

12.9

13.5

14.9

14.7

13.5

12.8

12.0

13.0

14.0

15.0

平17 平18 平19 平20
（年度）

（％）

滋 賀 県

全国平均

（注）　全国平均は、東京都を含む加重平均です。

財政力指数の推移

0.608

0.560

0.505

0.4490.4420.4450.454
0.441

0.504

0.465
0.521

0.497

0.464

0.428
0.4110.4080.4060.405

0.429

0.461

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20

（年度）

滋 賀 県

全国平均

（注）  全国平均は、東京都を含む単純平均です。

公債費負担比率 ＝
公債費充当一般財源の額

一般財源総額
× 100 (％)

実質公債費比率 ＝ (
（Ａ＋Ｂ）－（Ｃ＋Ｄ）

Ｅ－Ｄ
の３カ年分合計）×１／３ × 100 (％)

財政力指数 ＝
基準財政需要額

基準財政収入額
の過去３カ年の平均値

経常収支比率 ＝
経常一般財源＋臨時財政対策債＋減収補てん債特例分

経常経費充当一般財源の額
× 100 (％)
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２ 平成21年度の財政運営の状況 ―――――――――――――――――――――――― 

 

 
 

  平成21年度当初予算は、500億円を超える財源不足が見込まれる中、平成20年度から平成22年度の

３カ年にわたる「財政構造改革プログラム」の取組の２年目として、さらなる人件費や事業費等の削減に努め

たことから、対前年度比１.7％の減となり、昨年度に引き続き4,000億円台となりました。 

  その後、当初予算成立後に生じた国の第２次補正予算関連や栗東市土地開発公社に関する事案などに対応す

るため、２度の補正予算を編成し、また、平成21年度上半期においても、新型インフルエンザ対策や、国の

追加の経済危機対策等に対応するため、緊急を要するものについて補正予算を編成しました。 
 

   上半期における一般会計の補正の状況         

○５月補正予算 

   新型インフルエンザ対策として、医療機関に対す

る備品の補助や抗インフルエンザ薬であるタミフ

ルの購入等に伴い、１億517万円の増額補正を行

いました。 

○６月補正予算 

国の経済危機対策に対応し、国の地域活性化関連

交付金や各種基金を活用した地球温暖化対策や少

子高齢化対策などの事業、また公共事業の実施に伴

い、339億9,371 万８千円の増額補正を行いま

した。 

○９月補正予算 

国の経済危機対策関連として、６月議会後に調整が整った県立社会福祉施設の改修や新型インフルエン

ザ対策関連事業、公共事業などの追加等に伴い、115億4,049万７千円の増額補正を行いました。 

この結果、現計予算額は5,395億2,999万8千円となり、前年度の９月補正後予算額4,949億 

5,480万８千円に比べて9.0％の増となりました。 

上半期における予算の補正状況 

一般会計補正予算額の推移
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○６月補正予算（平成21年７月16日議決）の主な内容                                     

                                                                           （単位：百万円）              

区   分 補正額 補 正 額 の 主 な 内 容 

1 増 減 額 事 業 費 33,994 

 

地域活性化・経済危機対策臨時交付金関連事業 

地域活性化・公共投資臨時交付金関連事業 

障害者自立支援対策臨時特例基金事業 

子育て支援対策臨時特例基金事業 

緊急雇用創出事業臨時特例基金事業 

森林整備加速化・林業再生特別基金事業 

林野公共事業 

土木公共事業 

その他 

5,232

3,233

2,741

1,633

7,105

579

230

6,486

△     153

 

○９月補正予算（平成21年10月９日議決）の主な内容 

          （単位：百万円） 

区   分 補正額 補 正 額 の 主 な 内 容 

1 増 額 事 業 費 14,122 

 

東海道新幹線新駅関連支援交付金 

定住自立圏等民間投資促進交付金 

滋賀県環境保全基金積立金 

森林整備加速化・林業再生基金積立金 

生活福祉資金貸付金補助 

介護基盤緊急整備等臨時特例基金積立金 

緊急地方道路整備事業費 

 

1,000

1,455

849

1,605

597

1,959

2,168

２ 減 額 事 業 費 △ 2,582 

 

補助道路改築事業費 

補助特定交通安全施設整備事業費 

△ 

△ 

 

 1,145

  440

 

付表 第11表 平成21年度一般会計歳入予算の補正状況（平成21年10月9日現在）→ 64ページ 

第12表 平成21年度一般会計歳出予算の補正状況（平成21年10月9日現在）→ 65ページ 

 

  上半期における特別会計の補正の状況         

 

  企業会計以外の特別会計に係る９月補正予算については、母子および寡婦福祉資金貸付事業特別会計、農業

改良資金貸付事業特別会計および流域下水道事業特別会計において、貸付金に係るシステム改修や貸付対象者

の変更による資金需要の増加への対応、事業の進捗に伴う事業費の調整などにより、9,539万６千円の増額補

正を行いました。この結果、13特別会計全体の現計予算額は、1,981億2,075万３千円となっています。 

 

 付表 第13表 平成21年度特別会計予算の補正状況（平成21年10月9日現在） → 66ページ 
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  平成21年9月30日現在の一般会計における予算に対する収入および支出の割合を見てみると、県税や地

方交付税などが減少となったことから、収入割合は前年度に比べ5.2ポイント低くなっています。また、支出

割合は、予算規模の増加に比べて支出済額の増加が低かったことにより、前年度に比べ1.4ポイント低くなっ

ています。 

  また、特別会計では、収入割合で2.6ポイント、支出割合で3.8ポイントそれぞれ前年同期を下回っていま

すが、これは公債管理特別会計における県債の上半期の借換が前年度より少なかったことや、公営競技事業特

別会計でレース開催計画の関係から上半期の執行割合が前年度を下回っていることなどによるものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 付表 第14表 平成21年度予算執行状況（平成21年9月30日現在） → 66ページ 

 

 

 

 

 一時借入金の状況           

 

  一時借入金は、年間の予算執行に当たって支払資金が一時的に不足する場合に、その不足を補うため当座借

越等により借入を行うものですが、その状況は次のとおりとなっており、一般会計において借入が発生してい

ます。 

  なお、一般会計における上半期の最高借入額が増加していますが、県税等の大幅な減により資金収支の不足

額が拡大したことによるものです。 

 

 

 

 

  

予算の執行状況 

平成21年9月30日現在における収入および支出の状況 

 

○ 一般会計    予算に対する収入割合   34.4％（前年同期 39.6％） 

                支出割合   37.8％（前年同期 39.2％） 

 

○ 特別会計    予算に対する収入割合   42.4％（前年同期 45.0％） 

                支出割合   41.4％（前年同期 45.2％） 

一時借入金および県債の状況 

○ 一般会計 

  平成21年度借入限度額        1,200億円（前年同期   1,200億円） 

  平成21年9月30日現在の借入額            －（前年同期        －） 

   上半期の最高借入額            394億円（前年同期    356億円） 

○ 特別会計 

  平成21年度借入限度額      3億5,000万円（前年同期 3億5,000万円） 

  平成21年9月30日現在の借入額       － （前年同期        － ） 

   上半期の最高借入額              － （前年同期        － ） 
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 県債の状況              

 

 県が事業を行う際に必要となる財源は、県債

（借入金）以外の歳入でまかなうことが基本で

すが、長期にわたって住民に利用される施設を

建設する場合などは、現在の世代と将来の世代

との間で負担の均衡を図る必要があることや、

災害の復旧などのように臨時的に多額の費用が

必要となる場合があることから、県債を発行し

て資金を調達することが認められています。 

 平成21年9月30日現在の一般会計の県債

残高は、8,946 億 686 万1 千円で、前年同

期より210億4,209万2千円増加し、県債

現在高の県民１人当たり負担額も638,160円

で、前年同期と比較して14,413円、2.3％増

加しています。 

 

県債現在高（一般会計）の県民1人当たり負担額の推移

499,146円

527,507円

582,318円
603,932円

616,274円 620,971円 623,747円
638,160円

536,982円
556,759円

611,512円

462,860円

0
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700
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（年度）

（千円）

(注)　県民1人当たり県債負担額は、各年9月30日現在の県債現在高を各年9月1日現在の県統計課推計人口
    で除したものです。

 

 

 付表 第15表 県債の現在高状況 → 68ページ 

県債現在高の目的別構成図（平成21年9月30日現在）

土木交通
 ( 48.2% )

災害復旧債
(0.1%)

その他
( 0.3% )

流域下水道事業
(5.9% )

教育
( 5.5% )

農政水産
( 4.8% )

その他
( 33.8% )

その他
( 0.4% )

普通債
( 92.3% )

中小企業
支援資金
( 0.4% )

公営競技事業
        ( 0.6% )

一般会計
( 92.7% )

特別会計
(  7.3% )

総　 額

965,055,086千円
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３ 滋賀県財政の課題等と今後の運営 ―-――――――――――――――――――――― 

 

 

 

○近年の財政状況の推移 

    決算規模は、平成６年度頃からほぼ横

ばいに推移していましたが、平成10年

度から本格的に財政健全化に向けた取組

を始めたことから近年大きく減少し、ピ

ーク時である平成11年度に比べて、平

成20年度では約1,000億円下回る規

模となっています。 

    内訳として、税収は、経済情勢の悪化

に伴い大幅に落ち込んでおり、地方交付

税も三位一体の改革等の影響を受けて大

幅な減少を続けています。 

    また、地方財政対策として臨時財政対

策債を発行したことなどにより、県債残

高は年々増加する一方、財源不足に対応

するための「財政調整基金」や「県債管

理基金」は、取り崩しを続けていること

から底をつきかけています。 

 

 

滋賀県財政の課題等

一般会計歳出決算額と県税決算額の推移

5,659

5,395

1,477
1,398

0
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7,000

平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21

(年度)

(億円)

歳出決算額

県税決算額

 (注) 1　歳出決算額については、借換債に係る公債費を除いています。
 　   2　平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額です。

歳入決算額、県債残高および基金残高の推移（一般会計）

1,596 1,607 1,494 1,449 1,283 1,365
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629

1,209 1,180 1,255 1,516
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6,075 6,046 6,150
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（注） 1　県債については、借換債を除いています。

　　　 2　平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額です。

　　　 3　県債残高および基金残高は各年度末現在高であり、平成21年度は見込額です。
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 県が行政活動を行う上で最も基礎的な財源である県税収入は、バブル崩壊による景気低迷により減少傾向

になり、地方消費税が創設された平成9年度には持ち直したものの、その後再び伸び悩み、平成14 年度

には、ＩＴバブルの崩壊により過去最大となる大幅な減収となりました。以降、景気の回復や税源移譲によ

り増収傾向にありましたが、昨年秋からの世界的な景気の低迷や、法人事業税の一部が地方法人特別税とし

て国税化された影響もあわせ大きく減少しています。 

 また、重要な一般財源である地方交付税については、その一部が臨時財政対策債という地方債に振り替え

られたことなどにより、平成13年度以降大幅に減少しています。さらに平成16年度は、三位一体の改革

により地方財政計画の歳出が圧縮され、臨時財政対策債分を含む地方交付税総額全体が約2兆9千億円と

いう大きな規模で削減され、本県においても地方交付税交付額は前年度に比べて11.7％という大幅な減と

なったところであり、平成17年度以降も大きく減少を続けています。こうしたことから、財政的に一層厳

しさが増しています。 

 なお、県が自主的に収入できる財源の歳入に占める割合（自主財源比率）については、平成１６年度以降、

県債の発行抑制や税収の増加により上昇していますが、逆に平成２０年度以降、県債発行の増加や税収の減

少、また国の経済危機対策に伴う国庫支出金の増加により下降に転じています。 

課題１ 
景気低迷による県税収入の減と減少傾向にある地方交付税収入 

歳入決算額および自主財源比率の推移（一般会計）

1,398 1,407 1,489 1,596 1,607 1,494 1,449 1,590 1,565
1,283 1,299 1,365 1,442 1,575
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46.3

47.4 47.6
48.6 48.5

46.2 46.5
45.8

44.9

42.9

46.4
47.3

57.0

53.4

48.2
49.2

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 (年度)

(億円)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

(％)

その他依存財源

県債

国庫支出金

地方交付税

その他自主財源

県税

自主財源比率

（注） 1 平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額です。 

       2 県債は、借換債を除いています。 
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県債残高および公債費の推移
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(注)  平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額で、借換債およびＮＴＴ債を除いています。

県  債  発  行  額  の  推  移
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(注)  平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額で、借換債およびＮＴＴ債を除いています。
 

 

 道路や河川、学校や社会教育施設などの地域に必要な社会基盤を整備するための財源として、県債は大き

な役割を担っています。例えば、単年度に多額の財源を必要とする事業の財政負担を平準化することや、住

民負担を世代間で公平化することなどの機能を有しています。 

財政構造改革の取組において、県債の発行をできる限り抑制しているところですが、国の政策減税に伴う

地方の減収に対する補てんや地方交付税の一部が地方債に振り替えられたことなどによる財源対策のため

の県債の発行等に伴い、県債残高は年々増加しています。 

 また、県債残高の増嵩とともに、これらを返済するための公債費も増加傾向にあり、県財政を圧迫する要

因の一つとなっています。 

課題２ 
増加傾向の県債残高と公債費 
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ズバリ解説 

一般会計 9,236億円 
特別会計  724億円 
企業会計  397億円 

 

           「県の借金」について説明します。 

 

Ｑ１ ： 県の借金は全部でいくらあるのですか？ 
Ａ１ ： 平成20年度末で１兆円を超える借金があります。 
 

注）特別会計…下水道や中小企業支援などの事業の会計 

  企業会計…病院や上水道などの事業の会計 

 

県の借金は「県債」といいます。県が借金をする（県債を発行する）のは、公共施設など将来に

わたって使うものについては、それらを使う将来の世代にも借金の返済を通じて負担していただく

のが適当（世代間の負担の公平化）との考えからです。 

 
Ｑ２ ： なぜここまで借金が増えたのですか？ 
Ａ２ ： 借金が増えた理由は二つあります。 

一つ目は、国から地方に交付される地方交付税の不足を、地方がそれぞれの借金で肩代わりする

という国の制度改正（平成13年度以降）が行われたことです。 

二つ目は、バブル経済崩壊後、国の方針と歩調をあわせて、景気回復のために通常よりも速いペ

ースで公共施設などの整備を続けてきたことです。 

 
Ｑ３ ： これからも県の借金は増え続けるのですか？ 
Ａ３ ： これ以上借金を増やさないよう取り組んでいます。 

借金が増えると、その返済経費も増えることになります。その結果、必要な事業にお金をまわせ

なくなります。近年、財政調整基金と県債管理基金の取崩しによってなんとかやりくりをしてきま

したが、こうした基金が底をつきかけており、早急に借金の増大に歯止めをかける必要があります。

そのため、社会資本の整備も優先度の判断を厳しくし、これ以上借金を増やさないように取り組

んでいきます。 

注）財政調整基金と県債管理基金の残高は、平成4年度末に847億円ありましたが、平成21年度末には50

億円まで減少する見込み。 

 
Ｑ４ ： どのように借金を返済していくつもりですか？ 
Ａ４ ： 地方交付税で手当されるものが半分余りあります。 

一般会計の借金は、基本的には県税など自前の財源で返済していきます。しかし中には、国の制

度に基づき、地方交付税によって手当されるものなどがあり、その金額は概ね56％となります。 

一方、特別会計や企業会計の借金については、それぞれの事業の収入で返済します。例えば、貸

付金の回収金、病院の場合は診療報酬、水道や下水道事業の場合は料金収入などです。（公益的な必

要性から一部は一般会計から繰り出しをしているものもあります。） 

  

  県債残高の推移（一般会計）

9,236

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

平元 平5 平10 平15 平20 （年度）

（億円）

(注)　県債残高は各年度末現在高です。

約56%

平20

地方交付税

などで手当

《返済のイメージ》

うち臨時財政対

策債

　　1,744
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歳出決算額と義務的経費の状況

2,118 2,204 2,061 2,164 2,279 2,355 2,417 2,521 2,548 2,585 2,554 2,600 2,483 2,481 2,541 2,537 2,574

1,830
1,979 2,089

2,100 2,017 1,892 1,751 1,477 1,544 1,373
1,212 1,077

940 882 802 740 842

1,711
1,781

1,868
1,979

1,936

1,7801,5791,587

1,6971,781

1,726
1,6081,656

1,604

1,749

1,804

1,734

37.4

50.2

47.7

51.7
50.149.449.2

46.546.0

42.843.5

39.639.3
38.0

35.8

35.0
37.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
(年度)

(億円)

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

(％)その他の経費

投資的経費

義務的経費

義務的経費構成比

(注) 1　義務的経費のうち公債費については、借換債を除いています。
 　  2　平成20年度までは決算額、平成21年度は9月補正後予算額です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 平成20年度、平成21年度については、国の経済危機対策による事業費の増加により、歳出決算額が拡

大したため、義務的経費における全体に対する構成比が減少しています。しかし、職員給与費などの人件費

や借入金の返済である公債費、生活保護などの被扶助者に対して支給される扶助費といった義務的経費の歳

出に占める割合が、増加傾向にあります。さらに、その他の経費の中にも、国民健康保険や介護保険などの

県負担金といった法令に基づく裁量の余地のない経費も含まれています。こうしたことから、投資的経費や

その他の政策的経費が圧迫され、財政が非常に硬直化した状況となっています。 

課題３ 
義務的経費の増加による財政の硬直化 

義務的経費の費目別構成比の推移

69.6 70.0
77.5 76.6 75.2 73.5 72.0 70.8 69.7 69.0 69.2 67.8 69.7 69.9 69.5

4.1 4.2

4.8 4.7 4.8 4.8 4.9 4.8 5.0 4.8 3.6 3.4 2.8

26.3 25.8
17.7 18.7 20.0 21.7 23.1 24.4 25.3 26.2 27.2 28.8 27.5 27.3 27.7 28.7 29.5

68.3 67.5

2.8 3.02.8 3.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21 (年度)

公債費
扶助費

人件費
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 平成14年度は、県税収入が前年度に比

べ282億円も大幅に落ち込んだことから、

財政調整基金を50億円、県債管理基金を

162億円、合わせて212億円もの取崩しを

行って対応しました。 

平4　847億円

平21　 50億円県債管理基金

財政調整基金

 

 県税収入が低迷する中で、必要な行政需要に応えるために、財政構造改革に積極的に取り組んでいるもの

の、それでも不足する財源を確保するため、「財政調整基金」や「県債管理基金」などを取り崩してきたこ

とから、その残高が大きく減少してきており、今後の財政運営が大きく制約される状況となっています。 

 また、特定目的基金については、基金の目的に沿って各種事業の財源として充当するなど、積極的に活用

しており、その残高も年々減少傾向にありましたが、平成20年度以降、国の補正予算と歩調を合わせ、新

たに制度化された基金等の積立を行ったことから増加しています。 

課題４ 
基金残高の減少 

基金残高の推移（一般会計）

78 88 98 96 96 90 80 80 80 83 73 47 53 46 50

769 716 660

318 270

108
185 182 171 146 145

650
595

519

362
383 397

439

1,497

1,399

1,277

1,129
1,082

989

799
766

795 813

547

641

537
499 473

444 455
489

42
23 22

28106

303
357

528585607

460

401
371

326
249281

275308
383

397

426

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

平4 平5 平6 平7 平8 平9 平10 平11 平12 平13 平14 平15 平16 平17 平18 平19 平20 平21
（年度）

（億円）

特定目的基金

県債管理基金

財政調整基金

・もし、平成14年度のような県税収入の落ち込みが再来すれば、基金での対応は困難となります。 

・滋賀県の平成21年度の標準財政規模（臨時財政対策債を含む）は、約3,016億円（見込）で、都道府県の場合、その

3.75%（約113億円）以上の赤字を出すと、“財政健全化団体”に、その5%（約150億円）以上の赤字を出すと、“財

政再生団体”に該当します。 

・平成21年度当初予算では、財源不足を補うため、財政調整基金・県債管理基金併せて81億円を取り崩し対応しました

が、平成22年度当初予算では、これらの基金での対応が非常に難しくなっています。 

（注） 各年度末現在高であり、平成21年度は9月補正後現在高見込額です。 
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○これまでの財政構造改革の取り組み 

  滋賀県では、平成10年度以降、厳しい財政事情を踏まえ、歳出の伸びを抑制する一方、県債や基金に依存し

ない財務体質を目指して、財政構造改革への対応を進めてきました。 

  特に平成14年度には大幅な県税収入の減少を受けて「財政構造改革プログラム」を策定し、また平成16年

度には「三位一体の改革」による地方交付税の削減を受けて「財政危機回避のための改革プログラム」を策定し

て、財政収支の改善に向けた取り組みを行ってきました。 

  しかしながら、こうした取り組みにもかかわらず、平成19年度において平成20年度からの３年間の収支見

通しを試算しましたところ、平成20年度に約400億円、平成21年度に約460億円、そして平成22年度

には約450億円という巨額の財源不足が見込まれましたことから、「滋賀県財政構造改革プログラム～滋賀の

未来に向けての財政基盤づくり～」を策定し対応しましたが、このプログラム策定後、造林公社に係る株式会社

日本政策金融公庫（旧農林漁業金融公庫）債務の処理策が確定したこと等により、本県の財政状況は、一層危機

的な状況となりました。 

このため、財政構造改革プログラムに掲げる収支改善への取り組みを着実に実施するとともに、歳入歳出全般

にわたって更に一層の見直しに取り組むこととしたところです。 

 

○平成22年度予算に向けた対応 

  上記による取組を進めていましたが、昨年秋からの世界的な景気の低迷等により、県内企業も大きな影響を

受けることとなり、その結果、県税収入が大幅な減収となりました。このことから、平成21年度に再度収支

見通しを試算（Ｐ24～Ｐ26参照）しましたところ、現行のプログラムを実行してもなお、平成22年度には

230億円の財源不足が見込まれる結果となりました。 

  そのため、現行の削減計画からさらに事業費を見直す必要があり、現在全庁あげて事業費の見直しに取り組

んでいます。現時点では約57億円の事業費をさらに見直すこととしており調整を進めています。 

 

収支試算での平成22年度の財源不足額  ２３０億円 

 

①今回の事業見直しによる削減額 

 

②「更なる見直し」での歳入の確保 

 

③未利用県有地の売却 

 

④県債の発行 

 

⑤財政調整基金・県債管理基金残高 

 （平成21年度末見込み） 

 

         約  57億円 

         

約  １０億円程度 

         

約  ４０億円程度 

         

約  ６５億円程度 

         

約  ５０億円程度 

 

財

源

不

足

へ

の

対

応 

 

合     計   約 ２２２億円程度 

※今回の事業見直しによる削減額を踏まえても、平成22年度に見込まれる財源不足額全体への対応ができる状

況にはなっていません。このため、既存の特定目的基金の見直しによる活用も検討するなど、収支均衡した予

算編成に向けて、引き続き検討し、今後の予算編成作業において歳入・歳出の一層の精査に取り組んでいきま

す。 

今後の財政運営 



- 24 - 

リスク推計 　　　税 伸 率　：　「経済財政の中長期方針と10年展望（参考資料）の「底ばい継続シナリオ」における「名

(平成22年度) ▲0.4% (平成23年度) ▲0.7% (平成24年度) ▲0.9%

(平成27年度) 1.3% (平成28年度) 1.1% (平成29年度) 1.4%

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

歳　　　　 入 4,576 4,660 4,620 4,610 4,600

県         税 1,477 1,400 1,390 1,390 1,390

うち法人二税 396 320 320 320 320

うちその他諸税 1,081 1,080 1,070 1,070 1,070

地方交付税 908 1,030 1,110 1,160 1,170

地方譲与税 107 210 200 200 200

国庫支出金 479 490 490 490 490

県         債 781 700 620 590 570

うち臨時財政対策債 458 390 300 270 250

そ   の   他 824 830 810 780 780

歳　　　　 出 4,852 4,890 4,950 4,910 4,920

義務的経費 2,865 2,850 2,940 2,940 2,950

人件費 1,739 1,710 1,740 1,730 1,730

　 　　　　うち退職手当 178 160 170 170 170

扶助費 368 390 400 420 440

公債費 758 750 800 790 780

投資的経費 637 660 650 650 640

うち普通建設補助 298 320 310 310 310

うち普通建設単独 201 210 210 210 200

そ   の   他 1,350 1,380 1,360 1,320 1,330

うち税交付金以外 1,065 1,100 1,080 1,050 1,050

△ 276 △ 230 △ 330 △ 300 △ 320

成長推計 　　　税 伸 率　：　「経済財政の中長期方針と10年展望（参考資料）の「順調回復シナリオ」における「名

(平成22年度) 1.7% (平成23年度) 2.5% (平成24年度) 1.8%

(平成27年度) 3.1% (平成28年度) 2.8% (平成29年度) 3.0%

平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度

歳　　　　 入 4,576 4,680 4,670 4,670 4,680

県         税 1,477 1,430 1,460 1,510 1,540

うち法人二税 396 330 330 340 350

うちその他諸税 1,081 1,100 1,130 1,170 1,190

地方交付税 908 1,020 1,060 1,070 1,050

地方譲与税 107 210 210 220 220

国庫支出金 479 480 490 490 490

県         債 781 700 620 590 570

うち臨時財政対策債 458 390 300 270 250

そ   の   他 824 840 830 790 810

歳　　　　 出 4,852 4,900 4,970 4,930 4,950

義務的経費 2,865 2,850 2,940 2,930 2,950

人件費 1,739 1,710 1,740 1,730 1,730

　 　　　　うち退職手当 178 160 170 170 170

扶助費 368 390 400 410 440

公債費 758 750 800 790 780

投資的経費 637 660 650 650 640

うち普通建設補助 298 320 310 310 310

うち普通建設単独 201 210 210 210 200

そ   の   他 1,350 1,390 1,380 1,350 1,360

うち税交付金以外 1,065 1,100 1,080 1,050 1,050

△ 276 △ 220 △ 300 △ 260 △ 270要　　調　　整　　額

要　　調　　整　　額

 

○財政収支見通し（試算） 



(単位：億円)

目経済成長率」を基にして伸び率を試算し、推計

(平成25年度) ▲0.2% (平成26年度) 0.7%

(平成30年度) 1.4%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

4,600 4,600 4,580 4,580 4,600

1,400 1,420 1,430 1,450 1,470

320 320 320 330 330

1,080 1,100 1,110 1,120 1,140

1,180 1,180 1,140 1,090 1,060

210 210 210 210 220

490 490 500 500 500

540 520 530 550 560

240 210 220 240 250

780 780 770 780 790

4,950 4,970 4,990 5,030 5,070

2,990 3,000 3,020 3,060 3,090

1,730 1,740 1,730 1,740 1,720

180 190 190 190 180

460 480 510 530 540

800 780 780 790 830

650 650 640 640 640

310 310 310 310 310

210 210 200 200 200

1,310 1,320 1,330 1,330 1,340

1,040 1,030 1,040 1,050 1,040

△ 350 △ 370 △ 410 △ 450 △ 470

目経済成長率」を基にして伸び率を試算し、推計

(平成25年度) 2.3% (平成26年度) 2.4%

(平成30年度) 2.9%

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

4,680 4,700 4,700 4,710 4,750

1,580 1,630 1,670 1,720 1,770

360 370 380 390 400

1,220 1,260 1,290 1,330 1,370

1,030 1,010 940 870 820

230 230 240 250 260

490 490 500 500 500

550 520 530 550 560

240 210 220 240 250

800 820 820 820 840

4,990 5,010 5,040 5,090 5,130

2,990 3,000 3,020 3,060 3,090

1,730 1,740 1,730 1,740 1,720

180 190 190 190 180

460 480 510 530 540

800 780 780 790 830

650 650 640 640 640

310 310 310 310 310

210 210 200 200 200

1,350 1,360 1,380 1,390 1,400

1,040 1,030 1,040 1,050 1,040

△ 310 △ 310 △ 340 △ 380 △ 380

 

-25- 



- 26 - 

 ・平成22年度から平成30年度の財政収支見通しは24～25ページのとおりです。 

  ・この収支見通しは、一般会計を対象に平成21年度当初予算を基礎として、一定の前提条件を

設定した上で算出したものであり、今後の精査によって試算結果は変動することがあります。 

 ・なお、収支見通しの試算にあたっての前提条件は以下のとおりです。 
 

一般会計を対象とし、平成21年度当初予算の歳入歳出を基礎にしています。 

リスク推計  県税について、内閣府試算の「経済財政の中長期方針と10年展望(参考資料)」の「底ばい継

続シナリオ」における「名目経済成長率」を基にして伸び率を試算しています。   

(平成22年度:▲0.4%､23年度:▲0.7%、24年度:▲0.9%、25年度:▲0.2%、26年度: 

0.7%、27年度:1.3%、28年度:1.1%、29年度:1.4%、30年度:1.4%) 

※県税の伸び率＝1+（名目経済成長率×弾性値1.1） 

成長推計   県税について、内閣府試算の「経済財政の中長期方針と10年展望(参考資料)」の「順調回復

シナリオ」における「名目経済成長率」を基にして伸び率を試算しています。   

(平成22年度:1.7%､23年度:2.5%、24年度:1.8%、25年度:2.3%、26年度:2.4%、 

27年度:3.1%、28年度:2.8%、29年度:3.0%、30年度:2.9%) 

※県税の伸び率＝1+（名目経済成長率×弾性値1.1） 

 
 
 
 
 

義 務 的 
経  費 

・人件費 

   給与費：給与構造改革および職員の年齢構成の変動による影響を見込んで 

います。ベースアップは０％とし、平成23年度以降は現行の給与 

カットの影響を除外して推計しています。 

   退職手当：年齢別職員構成や過去の退職状況等を勘案して所要額を試算し 

ています。 

・扶助費：過去の伸び率等を基に所要額を試算しています。 

・公債費：既に発行した県債については、個々の償還表に基づき所要額を算出 

     し、今後発行するものについては、平成21年度予算と同様の償還 

条件、借入利率として試算しています。 

 

 

 

歳 

 

 

 

 

 

 

 

出 
投 資 的 

経  費 

・ 

その他の 

経  費 

・既に事業着手済み等の大規模事業については、個別に年度ごとの所要見込額 

を反映して試算しています。 

・上記以外の経費については、税交付金等を県税の伸び率を基に推計したほか 

は、平成21年度の額を基本として試算しています。 

県  税 ・内閣府試算の「経済財政の中長期方針と10年展望(参考資料)」の「名目経済成長

率」を基にして伸び率を試算しています。 

 

地方交付税
・「平成19年度から平成21年度までの普通交付税の推計について(平成19年 

４月20日総務省自治財政局)」を基本として試算しています。 

  （平成18年度－19年度トレンド延伸ケース  平成21年度以降基準財政 

需要額▲1.5%を用いて試算） 

県  債 ・大規模事業に係る所要額を見込んだほかは、平成21年度の額（財源対策的 

な起債を除く）を基本として試算しています。 

 

 

歳 

 

 

 

 

 

入 

そ の 他 ・基金繰入金について大規模事業に係る所要額を見込んだほかは、平成21年 

度の額を基本として試算しています。 
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  ○ 行財政改革に着実かつ徹底して取り組むとともに、県民世論調査における県民ニーズや経

済情勢等を踏まえ、県の役割として特に優先すべき施策として５つの重点テーマを設定し、

基本構想に掲げた「未来を拓く共生社会」の実現に向けて、施策を戦略的に推進する。 

 

 

 

 

  ○ 「県政経営の基本方針」を踏まえ、「県民の生命
い の ち

とくらしを守る」ために、より一層の

施策の重点化を図りながら、滋賀の未来を支える「次世代の育成」を目指し、平成22年

度の予算を編成する。 

 

 

   ○ ５つの重点テーマ、８つの柱に沿って取り組む具体的な施策を推進し、基本構想の実現

に向けて、戦略的な取組を実施する。 

     ☆ 重点テーマ 

          ①県民の「生命
い の ち

」を守り、「不安」を「安心」に変える 

            ・保健医療・福祉提供体制の整備 

            ・人を守る、地域を守る災害に強い安全な地域づくり 

          ②社会で子育て、子育ちを支える 

            ・地域が関わる子育て、子育ちの環境づくり 

          ③琵琶湖を守り、地球を守る 

            ・琵琶湖の水環境および生態系の保全と再生に向けた取組の推進 

            ・地球温暖化対策の推進 

          ④未来につながる、ブランド力を生かした元気な産業を育てる 

            ・環境関連産業をはじめとする地域に根ざした産業の創出・育成・集積 

            ・滋賀の特性を活かした観光の推進 

          ⑤誇りと生きがいの生まれる雇用を創る 

            ・人と人がつながる事業、成長が見込まれるサービス産業、水と緑の雇用事業の推

進 

 

 

  ○ 県民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体と県行政が、ともに支え合い、分かち合い、高め合

う、協働型県政への転換を図る。 

 

 

  ○ 巨額の財源不足に対応するため、財政構造改革プログラム等の取組を着実に実行すると

ともに、関係機関との協議を踏まえつつ、収支改善に向け更に一層の見直しを行うことに

より、財源不足の縮減に取り組む。 

平成 22年度予算編成方針 

１．県政経営の基本方針 

  「未来を拓く共生社会」の実現に向けた戦略的な取組の推進 

２．予算編成の基本方針 

  「県民の生命
いのち

とくらしを守り、次世代を育成する。」 

３．重点テーマの設定による施策の戦略的な推進 

４．協働型県政への転換 

５．財政健全化に向けた着実な取組 
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 ①「滋賀県基本構想」の実現に向けた戦略的な取組 
     基本構想の実現に向けて、５つの重点テーマを設定し、戦略的な取組を実施 
 
  ②協働型県政への転換 
      県民、ＮＰＯ、企業等の多様な主体と県行政がともに支え合い、分かち合い、高め合う協働 
  型県政への転換 
 
 ③枠配分基準の明記とその厳守                                               
    平成21年度当初予算額を基礎として、財政構造改革プログラムや更なる事業見直しの取組、
当然増減経費等を加味して収支フレーム全体を勘案して設定 
 
  ④ふるさと雇用再生特別推進事業・緊急雇用創出特別推進事業の活用 
     厳しい雇用情勢に対応し、本県の実情に応じた有効な雇用創出を図るため、両事業を積極的 

に活用 
 
  ⑤「ゼロ予算事業」の推進 
    特別な予算を伴うことなく、職員一人ひとりが知恵を出し、汗をかくことにより、政策課題 

  の解決やきめ細かな県民サービスの向上を目指す取組を推進 
 

 
 
  ①滋賀県財政構造改革プログラム等に沿った収支改善への取組 
    財政構造改革プログラムおよび昨年度に策定した「収支改善に向けた更なる見直し」に沿っ 

   った取組の着実な実行 
 

  ②収支改善に向けた更に一層の見直しの取組 
    直近の収支見通しを踏まえ、平成22年度予算編成に向けた見直しを実施 
 

 
 
  ①県税収入の動向や、国の予算編成、地方財政対策等の動向が判明次第、全庁を通じて調整 
 
  ②特に、国における制度変更等の動向を見極め、各部局が連携し、効果的な施策展開が図れるよう、
  あらかじめ戦略を検討。その上で詳細が判明次第、県予算への影響を踏まえ、必要な対応を実施 
 
         
 
  全体の財源不足に対処し県財政の健全性を確保する観点から、調整を行う 

 

平成 22年度予算編成のポイント（予算編成要領の改正点等）

★基本方針 

 １ 「県民の生命
いのち

とくらしを守る」ために、施策の一層の重点化を図り、「次世

代の育成」を目指した予算編成を行う 

 ２ 財政構造改革プログラム等を着実に実行するとともに、収支改善に向け、

更に一層の見直しを行うことにより、財源不足の縮減に取り組む。 

１ 優先順位を見極めた施策構築と予算枠の配分

２ 財政の健全化の推進 

３ 税収の動向・国の予算編成の動向に対する適切な対応

４ その他 
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４ 収益事業の経営状況 ―――――――-――――――――――――――――――――― 

 

  県では、公営の収益事業としてモーターボート競走法に基づいて、競艇事業を実施しています。 

  この事業については、経理の明確化と収益の適正化を期するため特別会計を設けて運営しており、その収益

金は、一般会計に組み入れて、県民の福祉や教育の充実につながる諸事業の財源として有益に活用しており、

平成21年度当初予算においては、一般会計へ1億円の繰出金を予定しています。 

 

付表 第16表 平成21年度公営競技事業（競艇事業）実施状況（平成21年 9月 30日現在） → 69ページ 

 

５ 県有財産の状況 ―――――――――-――――――――――――――――――――― 

 

  県は、県民のみなさんに利用し

ていただくための文化施設や社会

福祉施設、学校、公園などの土地

や建物のほか、山林、有価証券な

どの財産を所有しています。 

  平成21年3月31日現在の県

有財産は、土地1,965万７千㎡、

建物19２万4 千㎡、基金661

億1,515万8千円などとなって

います。 

 

 

 

 

 付表 第17表 県有財産現在高状況（平成21年3月31日現在） → 70ページ 
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